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お
知
ら
せ

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
し
た
全
額

が
所
得
税
・
住
民
税
な
ど
の
社
会
保
険
料

控
除
と
し
て
、
そ
の
年
の
課
税
所
得
か
ら

控
除
で
き
ま
す
。

　

控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、
そ
の
年
の

１
月
１
日
か
ら
１2
月
3１
日
ま
で
に
支
払
っ

た
保
険
料
で
す
。（
過
去
の
保
険
料
を
支

払
っ
た
分
も
含
ま
れ
ま
す
）
ま
た
、
ご
家

族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
支
払
っ
た
場
合
、

そ
の
保
険
料
も
合
わ
せ
て
控
除
が
受
け
ら

れ
ま
す
。

　

な
お
、
国
民
年
金
保
険
料
の
社
会
保
険

料
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
年
末
調
整

や
確
定
申
告
を
行
う
際
に
、
領
収
書
な
ど

保
険
料
を
支
払
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書

類
の
添
付
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
今
年
中

支
払
い
分
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
「
社

会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
」
が
送
ら
れ
ま
す
の
で
、
申
告
書
の

提
出
の
際
に
は
必
ず
こ
の
証
明
書
ま
た
は

領
収
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

証
明
書
は
い
つ
送
付
さ
れ
る
の
？

　

①
令
和
３
年
１
月
１
日
か
ら
９
月
30
日
ま
で
の
間
に
支
払
っ
た
人

　
　

→
令
和
３
年
１0
月
25
日
～

　

②
令
和
３
年
１0
月
１
日
か
ら
１2
月
3１
日
ま
で
の
間
に
支
払
っ
た
人
（
①
を
除
く
）

　
　

→
令
和
４
年
２
月
～
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佐
賀
年
金
事
務
所 　
　
　
　
☎
31

−

4
1
9
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市
民
生
活
課 

保
険
年
金
係　
☎
75

−

2
1
5
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「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
が
発
行
さ
れ
ま
す

防
火
チ
ラ
シ
を

配
布
し
ま
す

多
久
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

の
変
更
（
案
）
の
縦
覧
を
行
い
ま
す

～
年
末
調
整
・
確
定
申
告
ま
で
大
切
に
保
管
を
！
～

　

多
久
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
か
ら
火
災
予
防
運
動
の

一
環
と
し
て
、
防
火
チ
ラ
シ
を
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し

た
。
消
防
団
か
ら
各
家
庭
に
配
布
さ
れ
ま
す
の
で
、

ご
自
宅
の
壁
や
冷
蔵
庫
な
ど
、

よ
く
目
に
つ
く
と
こ
ろ
に
貼
り

付
け
て
お
き
、
火
災
予
防
に
努

め
ま
し
ょ
う
。

　

多
久
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に

係
る
変
更
の
都
市
計
画
案
を
作
成
し
ま
し
た

の
で
、
都
市
計
画
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
縦

覧
を
行
い
ま
す
。

　

案
に
対
し
て
、
縦
覧
期
間
満
了
ま
で
に
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
計
画
案
の
縦
覧
期
間

　

１2
月
７
日
㈫
～
１2
月
2１
日
㈫

　

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

　

８
時
30
分
～
１7
時
１5
分

■
閲
覧
場
所

　

�

佐
賀
県
ま
ち
づ
く
り
課
、
佐
賀
土
木
事
務

所
、
多
久
市
都
市
計
画
課

■
意
見
書
提
出
先
・
提
出
期
限

　

〒
８
４
０

－

８
５
７
０

　

佐
賀
市
城
内
１
丁
目
１

－

59

　

�

佐
賀
県
ま
ち
づ
く
り
課
へ
郵
送
ま
た
は
持

参
で
１2
月
2１
日
㈫
１7
時
１5
分
ま
で
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い

　

※
必
着

問 

防
災
安
全
課 

消
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多
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計
画
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都
市
計
画
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7


